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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の可変入賞装置と少なくとも１つの特別入賞口と該特別入賞口に入球した遊技球を
流下させる球通路とを有する遊技盤を備える遊技機であって、
　上記遊技盤は、
　上記各可変入賞装置の中の２以上の可変入賞装置を遊技球の入球の容易な開状態とする
ように動作する開放リンク機構と、
　上記開放リンク機構と連結して設けられ、上記球通路にて遊技球と当接し該遊技球によ
り初期位置から所定位置に回動されて、上記開放リンク機構を動作させるリンク作動部材
と、
　上記リンク作動部材を常時上記初期位置に向けて回動させるように付勢するリンク作動
部材付勢手段と、
　上記リンク作動部材が上記初期位置にあるときに該リンク作動部材と係合して上記開放
リンク機構を動作不可能とする係合位置と、その係合が解除されて上記開放リンク機構を
動作可能とする係合解除位置との間で揺動自在に設けられ、且つ上記球通路における上記
リンク作動部材と遊技球との当接位置よりも上流側で遊技球と当接し該遊技球により上記
係合位置から上記係合解除位置に回動される規制部材と、
　上記規制部材を常時上記係合位置に向けて回動させるように付勢する規制部材付勢手段
と、
を有し、
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　上記規制部材は、上記リンク作動部材付勢手段による付勢力に基づく上記リンク作動部
材の上記所定位置から上記初期位置への回転において該リンク作動部材と摺接する摺接曲
面を有しており、該摺接面に摺接する該リンク作動部材により上記規制部材付勢手段によ
る付勢力に抗して上記係合解除位置側へ回転し、該リンク作動部材の上記初期位置への復
帰に応じて上記規制部材付勢手段による付勢力に基づき上記係合位置に復帰して該リンク
作動部材と係合する、
ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機等の弾球遊技機に代表される遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パチンコ機等の弾球遊技機においては遊技の興趣を盛り上げるために、何らかの
条件の下で入賞口への入球を容易とするように動作する機構を設けるのが通常であり、そ
のような機構の１つとして、いわゆるチューリップ（可変入賞装置）が知られている。チ
ューリップは、遊技盤内を流下する遊技球を拾い受けるように両側に開く一対の可動翼を
有し、可動翼が閉じた状態で遊技球が入球すると可動翼が開き、これによりチューリップ
が入球の容易な開状態となるものとされている。
　また、このようなチューリップを利用して更に遊技の興趣を盛り上げるために、特定の
入賞口に入球すると遊技盤に設置された複数のチューリップが一斉に開状態となるように
された遊技機も知られている。
【０００３】
【特許文献１】特開平０９－１７３５４６
【０００４】
【特許文献２】特開平１１－２４４４６９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記構成の遊技機においては、電動式にて複数のチューリップ（可変入
賞装置）を一斉に開状態とするものとすると、可動翼を開閉するためのソレノイド等のア
クチュエータを各チューリップに設たり、各アクチュエータを制御するための制御機構が
必要となり、構造が複雑化するといった問題がある。
　このため、機械的な連動機構を用いて複数のチューリップを開状態とするものとするの
が構造を簡素化する上では望ましい。しかしながら、この場合には、ピアノ線等を内部に
侵入させ、これにより上記連動機構に力を加えて多数のチューリップを一斉に開状態とす
る等の不正が行われ易くなる。したがって、このような不正行為を防止するための方策が
必要となり、そのような不正行為を防止するために例えば上記連動機構に覆いを設けるこ
とが考えられる。しかしながら、連動機構に覆いを設けるとメンテナンスの際にその覆い
を取り外す必要が生じ、メンテナンス性が低下してしまうといった別の問題を生じる。
【０００６】
　本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、その目的とするとこ
ろは、特別入賞口（上記の特定の入賞口に相当）への入球に基づいて２以上の可変入賞装
置を入球の容易な開状態とする連動機構に外部から力を加えて有利に遊技を進めるような
不正を防止することができる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記目的を達成するために、
　複数の可変入賞装置と少なくとも１つの特別入賞口と該特別入賞口に入球した遊技球を
流下させる球通路とを有する遊技盤を備える遊技機であって、
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　上記遊技盤は、
　上記各可変入賞装置の中の２以上の可変入賞装置を遊技球の入球の容易な開状態とする
ように動作する開放リンク機構と、
　上記開放リンク機構と連結して設けられ、上記球通路にて遊技球と当接し該遊技球によ
り初期位置から所定位置に回動されて、上記開放リンク機構を動作させるリンク作動部材
と、
　上記リンク作動部材を常時上記初期位置に向けて回動させるように付勢するリンク作動
部材付勢手段と、
　上記リンク作動部材が上記初期位置にあるときに該リンク作動部材と係合して上記開放
リンク機構を動作不可能とする係合位置と、その係合が解除されて上記開放リンク機構を
動作可能とする係合解除位置との間で揺動自在に設けられ、且つ上記球通路における上記
リンク作動部材と遊技球との当接位置よりも上流側で遊技球と当接し該遊技球により上記
係合位置から上記係合解除位置に回動される規制部材と、
　上記規制部材を常時上記係合位置に向けて回動させるように付勢する規制部材付勢手段
と、
を有し、
　上記規制部材は、上記リンク作動部材付勢手段による付勢力に基づく上記リンク作動部
材の上記所定位置から上記初期位置への回動において該リンク作動部材と摺接する摺接曲
面を有しており、該摺接面に摺接する該リンク作動部材により上記規制部材付勢手段によ
る付勢力に抗して上記係合解除位置側へ回転し、該リンク作動部材の上記初期位置への復
帰に応じて上記規制部材付勢手段による付勢力に基づき上記係合位置に復帰して該リンク
作動部材と係合する、
ことを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の遊技機であれば、特別入賞口への入球に基づいて２以上の可変入賞装置を入球
の容易な開状態とする連動機構に外部から力を加えて有利に遊技を進めるような不正を防
止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明において、可変入賞装置とは、従来の花弁が開閉するチューリップの機構を言う
もので、上方から入球可能な入球口と、下方のチューリップの花弁が開閉する箇所からの
入球口とを有し、上方の入球口から入球すると、下方のチューリップの花弁が開閉する構
成のものと（開いた後の花弁側から入球したときには花弁が閉じる）、上方の入球口から
入球すると花弁が常に開き、且つ開き続ける構成のものと（開いた後の花弁側から入球し
たときには花弁が閉じる）とが含まれ、このような機能を備えた種々の形態のものを言う
。
【００１０】
　本発明における球通路の湾曲通路部分の外側壁とは、湾曲している通路の外側の内面壁
を意味する。
　本発明におけるリンク作動部材の初期位置とは、リンク作動部材が規制部材と係合して
リンク機構がロックされた状態の位置を言う。これに対応し、その所定位置とは、リンク
作動部材が遊技球を受け止めて回動し、その回動が進行して遊技球がリンク作動部材から
離れる位置を言う。
　また、規制部材は、リンク作動部材の動作が不能となるリンク作動部材との係合がなさ
れる位置とそれを可能にする解除位置との間を回動（遥動）する。
　本発明の特別入賞口には、各可変入賞装置を開き動作させるための入賞口として設ける
ほか、その入賞球を検知する球検出センサーを球通路に所定の場所に備えて、所定数の賞
球を払い出すようにした場合と、賞球の払い出しを行わないで各可変入賞装置を開き動作
させるためだけとした場合も含まれる。
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　更に、球通路の厚み方向の分割とは、遊技盤（遊技機）の前後（表裏）方向において垂
直の面をもって分割することを言う。
【００１１】
　手段１は、
　各種入賞部を有する遊技盤に遊技球を流下させて、これら入賞部に遊技球を入球させる
ように遊技を行う遊技機であって、
　上記遊技盤が、複数の可変入賞装置と少なくとも１つの特別入賞口とを有し、
　上記各可変入賞装置の中の２以上の可変入賞装置を遊技球の入球の容易な開状態とする
ように動作する開放リンク機構と、
　上記特別入賞口に入球した遊技球を流下させる球通路と、
　上記開放リンク機構と連結して設けられ、上記球通路にて遊技球と当接し該遊技球によ
り初期位置から所定位置に回動されて、上記開放リンク機構を動作させるリンク作動部材
と、
　上記リンク作動部材を常時上記初期位置に向けて回動させるように付勢するリンク作動
部材付勢手段と、
　上記リンク作動部材が上記初期位置にあるときに該リンク作動部材と係合して上記開放
リンク機構を動作不可能とする係合位置と、その係合が解除されて上記開放リンク機構を
動作可能とする係合解除位置との間で揺動自在に設けられ、且つ上記球通路における上記
リンク作動部材と遊技球との当接位置よりも上流側で遊技球と当接し該遊技球により上記
係合位置から上記係合解除位置に回動される規制部材と、
　上記規制部材を常時上記係合位置に向けて回動させるように付勢する規制部材付勢手段
と、を備え、
　上記リンク作動部材付勢手段が、遊技球により上記規制部材との係合が解除されて上記
所定位置まで回動されたリンク作動部材を、上記規制部材付勢手段の付勢力に打ち勝って
上記初期位置まで回動させて上記リンク作動部材を上記規制部材と係合させるように構成
されている、ことを特徴とする。
【００１２】
　上記構成であれば、遊技球が特別入賞口に入球すると、球通路にて規制部材が遊技球と
当接し、これにより規制部材が係合解除位置に回動されてリンク作動部材との係合が外れ
、次いでリンク作動部材が遊技球と当接し、これによりリンク作動部材が初期位置から所
定位置まで回動され、これと連結された開放リンク機構が動作して、２以上の可変入賞装
置が入球の容易な開状態となる。このようにして、各可変入賞装置が開状態とされた後は
、リンク作動部材付勢手段によりリンク作動部材が初期位置に回動され、規制部材付勢手
段により係合位置に向けて付勢されている規制部材とリンク作動部材とが再び係合して、
開放リンク機構は動作不可能となる。
【００１３】
　このようにして、特別入賞口への入球により複数の可変入賞装置を開放リンク機構を用
いて一度に開き状態に移行させることができ、特別な遊技形態を実現できるものである。
　そして、上記構成によれば、ピアノ線等を遊技機に侵入させて開放リンク機構に力を加
えても開放リンク機構は動作しない。したがって、特定の入賞口への入球と連動して複数
の可変入賞装置を入球の容易な開状態とするための機械的な連動機構を設けた場合に、上
記連動機構に外部から力を加えて複数の可変入賞装置を開状態とするような不正行為を、
メンテナンス性を損なうことなく防止することが可能となる。
【００１４】
　手段２は、手段１において、
　上記規制部材の配設箇所を覆うように、当該遊技機の各種制御を実行するための制御基
板を設けた、ことを特徴とする。
　これにより、規制部材に不正に力を加えて係合解除位置に回動し、その上で、開放リン
ク機構に不正に力を加えて各可変入賞装置を開状態とするような不正行為を防止すること
ができる。したがって、不正行為をより完全に防止することができる。
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【００１５】
　手段３は、手段１又は２において、
　上記遊技盤が一側端部を中心に回動可能に支持されるとともに、上記規制部材が上記遊
技盤の裏面側の回動端部寄りに配設されている、ことを特徴とする。
　これにより、遊技盤の前側から片開き戸式に遊技盤を開いて遊技盤の裏面側に配された
規制部材のメンテナンスを行うときに、規制部材が、遊技盤裏面の回動端部側、すなわち
手前側に設けられているために、そのメンテナンスが容易となる。
【００１６】
　手段４は、手段１～３において、
　上記球通路が、特別入賞口から下方に向かう通路部分と、この通路部分から、遊技盤の
回動支持とは反対側の略横方向に向かう通路部分を経て、遊技盤の回動支持とは反対側に
向けて凸に湾曲されている部分とを含み、該凸に湾曲されている部分の少なくとも湾曲の
外側壁の側に位置するように上記規制部材が配設されている、ことを特徴とする。
　上記構成であれば、遊技球の径より幅が大きくされるのが通常である球通路において、
特別入賞口から入球した遊技球が下方に落下するときに、略横方向に向かう通路部分によ
って、遊技球は所定のスピードで横方向に進行方向を規制された状態で凸に湾曲されてい
る部分の湾曲の外側壁に向かって移動することになり、ここで通路が、凸に湾曲されてい
ることで、横方向に移動しようとする運動が湾曲の外側壁によって横方向から暫時下方に
向かうように規制され、この湾曲通路に沿って遊技球が落下することとなり、この湾曲通
路部分の外側壁の側に位置する規制部材に確実に接当、作用することができるのである。
　したがって、規制部材を遊技球により確実に係合解除位置に回動させることが可能とな
る。
【００１７】
　手段５は、手段１～４において、
　上記球通路が、上記リンク作動部材と遊技球との当接位置において、上記リンク作動部
材の回動半径に対応する曲率で湾曲し、該リンク作動部材が遊技球を受け止めた状態で所
定の回動角度の範囲を回動するように構成してある、ことを特徴とする。
　これにより、遊技球によりリンク作動部材を初期位置から所定位置まで確実に回動させ
て、複数の可変入賞装置を一斉に開状態とすることが可能となる。
　即ち、リンク作動部材を回動させるに、遊技球をリンク作動部材に単に衝突させるエネ
ルギー伝達方式ではなく、遊技球を受け止めた状態でその重力エネルギーを利用すること
が出来て、これによって、所定の回動角度範囲においてその回動力を持続させることが出
来ることとなって、上記開放リンク機構を所定の可動ストロークを通じて力づよく駆動さ
せることが出来るのである。
【００１８】
　手段６は、手段１～５において、
　上記規制部材は、上記リンク作動部材が上記リンク作動部材付勢手段の付勢力により上
記所定位置から上記初期位置に回動するときに摺接する摺接曲面を有し、該摺接曲面に摺
接する上記リンク作動部材により上記規制部材を上記係合解除位置側に押し戻して、上記
係合部を上記リンク作動部材と係合させる、ことを特徴とする。
　上記構成により、リンク作動部材を初期位置に回動するように付勢するリンク作動部材
付勢手段と、規制部材を係合位置に回動するように付勢する規制部材付勢手段とを設ける
だけで、スムースにリンク作動部材を規制部材の係合部と係合させることができる。
　即ち、上記規制部材が遊技球により可動されてリンク作動部材との係合が解除された後
は、規制部材付勢手段によって直ちに原位置（係合位置）に復帰するので、その後に遊技
球から開放されたリンク作動部材がリンク作動部材付勢手段によって原位置に復帰しよう
としたときに上記規制部材に接当することになるが、その際、前記摺接曲面によるカム作
用によって規制部材を規制部材付勢手段に抗してスムースに変位させて両者の係合を行う
ことができる。
【００１９】



(6) JP 5110255 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

　手段７は、手段１～６において、
　上記リンク作動部材、上記開放リンク機構及び上記規制部材が、複数個ずつ１つの球通
路について設けられている、ことを特徴とする。
　上記構成により、球通路を流下する１つの遊技球により複数の開放リンク機構を作動さ
せて、多数の可変入賞装置を一斉に開状態とするような機構を構築することが可能となる
。
【００２０】
　手段８は、手段１～７において、
　上記リンク作動部材付勢手段及び上記規制部材付勢手段が、錘を用いて構成されている
、ことを特徴とする。
　上記構成により、開放リンク機構及び規制部材に作用する付勢力を正確に設定すること
が可能となり、開放リンク機構及び規制部材をより確実に動作させることが可能となる。
　このような附勢手段としては、スプリングを用いることもできるが、錘であれば、これ
を前記リンク作動部材と規制部材に直接付設するだけで構成でき、可動部材、可動スペー
スが無くて済み、部材設置スペースを確保し難い遊技盤の裏面への設置が無理なく行い得
るのである。
【００２１】
　手段９は、手段１～８において、
　上記可変入賞装置が、上記開状態にて両側に開く一対の可動翼と、上記各可動翼を開く
よう上記開放リンク機構により押下されるレバーを有する翼開閉具とを具備しており、上
記翼開閉具のレバーが上記開放リンク機構の各構成部材よりも小さくされている、ことを
特徴とする。
　上記構成により、ワイヤー等により各可変入賞装置の翼開閉具のレバーを直接に押下す
ることが困難になる。これにより、他に特別の防御策を施すことなく、より簡素な構造で
不正行為を確実に防止することが可能となる。
【００２２】
　手段１０は、手段１～９において、
　上記球通路が、厚み方向に分割された各分割体から構成される、ことを特徴とする。
　上記構成により、球通路内に、遊技球と当接する規制部材及びリンク作動部材の球当接
部を組み込むことが容易となる。
【００２３】
　手段１１は、手段１～１０において、
　上記一つの特別入賞口に対し、複数の可変入賞装置が正面視で略Ｕ字形を成すように配
置され、一つの上記開放リンク機構が、そのＵ字形配置の所定数の可変入賞装置に対して
連動連結され、もう一つの開放リンク機構が、残りの可変入賞装置に対して連動連結され
、これらの開放リンク機構に対するリンク作動部材と規制部材とが夫々上記球通路に一部
侵入する状態で臨まされている、ことを特徴とする。
　このように、複数の可変入賞装置を備える場合に、一つの上記開放リンク機構でもって
全ての可変入賞装置を開動作させるには、１個の遊技球の所定の落下エネルギーで一度に
行うことは難しいが、２つの開放リンク機構を設けて、複数の可変入賞装置を所定数に分
割して夫々作動させるようにしたことで、無理なく確実に開作動させることができる。
　そして、上述のように、複数の可変入賞装置が正面視で略Ｕ字形を成すように配置した
ことで、水平横一列配置に比べて、上方から落下する１個の遊技球が、上方の可変入賞装
置に入球しなかった場合でも、下方に位置する可変入賞装置に入球できるチャンスが生ま
れ、その分、迅速に入球が進行することになり、本発明の意図する複数の可変入賞装置に
よる高い入賞率が速やかに実現できることになる。
【００２４】
　手段１２は、手段１～１１において、
　上記一つの特別入賞口に対し、５つの可変入賞装置が正面視で略Ｕ字形を成すように所
定の間隔で配置され、一つの上記開放リンク機構が、そのＵ字形の左右上端部の二つの可
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変入賞装置に対して連動連結され、もう一つの開放リンク機構が、他の三つの可変入賞装
置に対して連動連結され、これらの開放リンク機構に対するリンク作動部材と規制部材と
が夫々上記球通路に一部侵入する状態で臨まされている、ことを特徴とする。
　このように、５つの可変入賞装置を備える場合に、一つの上記開放リンク機構でもって
全ての可変入賞装置を開動作させるには、１個の遊技の所定の落下エネルギーでは難しい
が、２つの開放リンク機構で、２対３に分割して夫々作動させるようにしたことで、無理
なくより確実且つスムースに開作動させることができる。
　また、特別入賞口に入球したときに、最初に上方の左右端に位置する２つの可変入賞装
置が同時に開き、少し時間経過して下方の他の３つの可変入賞装置が同時に開くこととな
って、開き動作のアクションが２回行われることが目視可能で、遊技性に面白みが出るこ
とにもなる。
　そして、複数の可変入賞装置が正面視で略Ｕ字形を成すように配置したことで、水平横
一列配置に比べて、上方から落下する１個の遊技球が、上方の可変入賞装置に入球しなか
った場合でも、下方に位置する可変入賞装置に入球できるチャンスが生まれ、その分、迅
速に入球が進行することになり、本発明の意図する複数の可変入賞装置による高い入賞率
が速やかに実現できることになる。
【００２５】
　手段１３は、手段１２において、
　上記一つの上記開放リンク機構は、そのＵ字形の左右上端部の二つの可変入賞装置に対
して連動連結される１本の連接部材と、該連接部材の両端部において夫々連接され、支軸
により遊技盤に枢着される遥動部材を含み、該遥動部材は、前記連接部材に枢着される作
用棒と、その先端部が前記可変入賞装置を操作し、その基端部が前記支軸を越えて延びる
押下棒とを含み、前記リンク作動部材は、前記連接部材に連接され、支軸により遊技盤に
枢着される作用棒と、球当接部をその先端部に備え、その基端部が前記支軸を越えて延び
る力棒とを含み、前記リンク作動部材付勢手段が錘で構成されると共に該錘が分割されて
、それぞれ二つの前記揺動部材の作用棒の基端部と、前記リンク作動部材の力棒の基端部
に分散配置され、且つ、二つの前記遥動部材の作用棒が前記リンク作動部材の作用棒より
も長く構成されていることを特徴とする。
【００２６】
　このように、リンク作動部材付勢手段は、リンク作動部材を初期位置に復帰させるため
のものであり、そのためには、遊技球を受けてリンク作動部材を回動させ得る範囲で出来
るだけ重い錘を用いることが初期位置復帰を迅速に行うために好ましく、その適正な重量
は、リンク作動部材の力棒の基端部の長さ（支軸とその端部との間）と、錘の重量の積に
よる回動モーメントが、遊技球の重量とリンク作動部材の力棒の先端部の長さ（支軸とそ
の先端部との間）の積による回動モーメントよりも小さくなければならないという条件で
決定される。この錘が、単一の錘として単純にリンク作動部材の力棒の基端部に設けられ
た場合で、二つの前記遥動部材の作用棒が前記リンク作動部材の作用棒と同じ長さに構成
されている場合には、開放リンク機構自体は十分に機能するものであるが、リンク作動部
材の初期位置復帰の応答性はそれほど迅速ではなく、上述のように錘を３分割して配置し
ながら二つの前記遥動部材の作用棒の長さを前記リンク作動部材の作用棒よりも長く構成
することで、遊技球により回動されるリンク作動部材の力棒が連結部材を介して遥動部材
を大きな力で回動させながら作用棒に十分な押し下げ力を付与ができて可変入賞装置を確
実に操作することができ、反対に、リンク作動部材が遊技球から開放されたときには、遥
動部材の小さな錘によって、長い作用棒を介して連結部材を遥動させることが出来る。即
ち、３個の錘の総重量を出来るだけ小さくしながら可変入賞装置を確実に操作し、且つ、
リンク作動部材の初期位置復帰の応答性を十分に確保できるものである。
【００２７】
　そして、開放リンク機構を駆動する錘が、リンク作動部材の力棒の基端部と、揺動部材
の作用棒の基端部に設けていることで、これらの部位が基点となって回転モーメントを分
散させた状態で個々に発生させるので、一箇所の錘（例えばリンク作動部材のみ）を基点
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として開放リンク機構を大きな力で駆動する場合に比べて、駆動力の伝達部材を軽微なも
のとすることができると共にリンク枢支部分に対する駆動力伝達のロスが少なくて済み、
トラブル発生も少なく、安定した作動を得ることができる。
【００２８】
　手段１４は、手段１～１２において、
　前記規制部材は、その上端部が、前記遊技球通路の外側において支軸によって遊技盤に
枢着されて下方に垂下され、少なくともその一部が、初期位置において球通路の内部に位
置されるように構成され、前記規制部材付勢手段が該規制部材に一体的に設けられた錘で
あり、該錘は、前記規制部材の上下の略中間位置よりも上方の枢着側に位置するように設
けられており、前記規制部材の球通路の内部に位置された一部に前記リンク作動部材の一
端部が係合する切り欠き凹部の係合部が設けられていることを特徴とする。
　このように構成された規制部材は、その錘の位置を上方の支軸側に近く位置させること
で、振り子の錘と同様に、垂下した規制部材の支軸を中心とした振り子動作の振幅が小さ
くなり（略中間位置でもよいが、下方に位置させればさせるほど振幅は大きくなり応答性
が悪くなる）、即ち、錘による戻り動作が迅速となって、リンク作動部材が遊技球から開
放されて戻るまでに迅速に初期位置に復帰させておくことができ、その後の両者の係合を
確実に行い得て、規制機能を確実に発揮させることができる。
【００２９】
　以下、本発明の最良の形態について、図面を参照して詳述する。但し、本発明の実施に
際しては、本発明の主旨から逸脱しない限り適宜部分改変可能である。
【００３０】
（パチンコ機の正面構成）
　図１は本実施形態のパチンコ機１０の正面図であり、図２は外枠１１に対して内枠１２
と前面枠セット１４と、セット板４００を開放した状態を示す斜視図である。（但し、図
２では便宜上、遊技盤４面上の遊技領城内の構成〔釘、センター役物等〕を空白で示して
いるが、アウト口３６は描いてある）。
【００３１】
　図１、２に示すように、パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠
１１と、この外枠１１の一側部に開閉可能に支持された内枠１２とを備えている。外枠１
１は、木製の板材により全体として矩形状に構成され、小ネジ等の離脱可能な締結具によ
り各板材が組み付けられている。なお、外枠１１は、軽量化を図るために、樹脂やアルミ
ニウム等の軽金属により構成されていてもよい。内枠１２の開閉軸線はパチンコ機１０の
正面からみて遊技球発射ハンドル１８の設置箇所の反対側（図１のパチンコ機１０の左側
）で上下に延びるように設定されており、この開閉軸線を軸心にして内枠１２が前方側に
十分に開放できるようになっている。また、内枠１２は合成樹脂、具体的にはＡＢＳ（ア
クリロニトリルーブタジエンースチレン）樹脂から成る。こうすることで、粘性が高く衝
撃に強くでき、低コストで製造できるという利点が発揮される。
【００３２】
　前面枠セット１４及び内枠１２の構成を、図１～図４を用いて詳細に説明する。図３は
、パチンコ機１０の外枠１１から前面枠セット１４及び遊技盤４を取り外した状態を示す
背面図であり、図４は、その背面からの斜視図である。
【００３３】
　前面枠セット１４は、大別すると、その最下部に設けられた球受皿部分と、この球受皿
部分よりも上側の範囲に形成される窓枠部分と、を備えている。内枠１２は、左側の上下
方向の開閉軸線を軸心にして外枠１１に対して開閉自在に取り付けられ、後述する樹脂ベ
ース２０を備え、この樹脂ベース２０の前側に前面枠セット１４が取り付けられ、後側に
遊技盤４が取り付けられている。
【００３４】
　上記球受皿部分は、上記前面枠セット１４の下側部分に対してネジ等の締結具により固
定されている。この球受皿部分の前面側には、下皿１５と球抜きレバー１７と遊技球発射
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ハンドル１８と灰皿２２とが設けられている。また、球受皿としての下皿１５は、後述の
上皿１９が満タンになった場合等に排出口より排出される遊技球を停留する機能を有して
いる。球抜きレバー１７は、下皿１５内の遊技球を抜くためのものであり、この球抜きレ
バー１７を図１で左側に移動させることにより、下皿１５の底面の所定箇所が開口され、
下皿１５内に停留された遊技球を下皿１５の底面の開口部分を通して遊技者の持球貯留箱
（ドル箱）に排出することができる。
【００３５】
　そして、遊技球発射ハンドル１８は、下皿１５よりも右方で手前側に突出するように配
設されている。遊技者による遊技球発射ハンドル１８の操作に応じて、遊技球発射装置３
８（図２及び図３）によって遊技球が遊技盤４の方へ打ち込まれるようになっている。遊
技球発射装置３８は、発射ソレノイドなどで構成されている。音出力口２４は、前面枠セ
ット１４の左右上端部位置に設けられたスピーカ（図示略）からの音を出力するための出
力口である。また、灰皿２２は下皿１５の左方に設けられている。灰皿２２は左右方向（
水平方向）の軸線を軸心にして回動（例えば前方側に向けて前回り）するように設けられ
ている。
【００３６】
　なお、前面枠セット１４は、その大部分が内枠１２と同様、ＡＢＳ樹脂にて成形されて
いる。こうすることで、粘性が高く衝撃に強くでき、低コストで製造できる。特に、下皿
１５を形成する表面層と下皿１５の奥方の前面パネル部分とを難燃性のＡＢＳ樹脂にて成
形している。このため、この部分は燃えにくくなっている。
【００３７】
　また、前面枠セット１４は、図２に示すように、内枠１２に対して開閉可能に取り付け
られており、内枠１２と同様、パチンコ機１０の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸
線を軸心にして前方側に開放できるようになっている。しかも前面枠セット１４は内枠１
２の外側壁（リブ）１２ｂ内に嵌まり込むようにして取り付けられている。つまり、この
前面枠セット１４の側面の少なくとも一部が内枠１２の外側壁（リブ）１２ｂ内に嵌まり
込むようにして取り付けられているので、内枠１２と前面枠セット１４との隙間から異物
（針状あるいは薄板状等のものであって、具体的には針金、ピアノ線、セルロイド板等）
を差し入れるなどの不正行為を防止できるようになっている。また、前面枠セット１４は
、内枠１２と同様に、合成樹脂、具体的にはＡＢＳ樹脂により構成されているので、粘性
が高く衝撃に強くでき、低コストで製造できる。
【００３８】
　一方、上記前面枠セット１４の球受皿部分のうち上述の下皿１５の上方位置には、遊技
球の受皿としての上皿１９（図１参照）が前面枠セット１４と一体的に設けられている。
この上皿１９は、遊技球を一旦貯留し、一列に整列させながら遊技球発射装置３８の方へ
導出するための球受皿である。この上皿１９も下皿１５と同様、表面層が難燃性のＡＢＳ
樹脂にて成形される構成となっている。
【００３９】
　図３、図４に示すように、内枠１２は、外形が矩形状の樹脂ベース２０を主体に構成さ
れており、樹脂ベース２０の中央部には略円形状の窓孔２１が形成されている。
　そして、樹脂ベース２０の後側には遊技盤４が着脱可能に装着されている。遊技盤４は
四角形状の合板よりなり、その周縁部が樹脂ベース２０（内枠１２）の裏側に当接した状
態で取着されている。従って、遊技盤４の前面部の略中央部分が樹脂ベース２０の窓孔２
１を通じて内枠１２の前面側に露出した状態となっている（図２では遊技盤４のアウト口
３６が示されている）。
そして、ここでは、遊技盤４の前記内枠１２の外枠１１に対する枢着部（パチンコ機１０
の正面からみて左側に上下に延びる開閉軸線を軸心にした枢着）に近いコーナー（隅）が
、略三角形状に角落ち（切り欠き）されている。
【００４０】
　また、遊技盤４には、図５に示すように、遊技球発射装置３８から発射された遊技球を
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遊技盤４上部へ案内するためのガイドレール５０が取り付けられており、遊技球発射ハン
ドル１８の回動操作に伴い発射された遊技球はガイドレール５０を通じて所定の遊技領域
に案内されるようになっている。ガイドレール５０は、遊技球の飛翔をより滑らかなもの
とするべく、つまり遊技球の摩擦抵抗を少なくするべく、長尺状をなすステンレス製の金
属帯としての摺動プレートにて構成されており、内外二重のリング状をなすように形成さ
れた内レール５１と外レール５２とを有する。なお、ガイドレール５０は、樹脂成型品で
もよく、フッ素樹脂を添加して成形することが好ましく、これによって遊技球の摩擦抵抗
を少なくできる。内レール５１は上方の約１／４ほどを除いて略円環状に形成され、一部
（主に左側部）か内レール５１に向かい合うようにして外レール５２が形成されている。
かかる場合、内レール５１と外レール５２とにより誘導レールが構成され、これら各レー
ル５１、５２が所定間隔を隔てて並行する部分（向かって左側の部分）により球案内通路
が形成されている。なお、球案内通路は、遊技盤４との当接面を有した溝状、すなわち手
前側を開放した溝状に形成されている。
【００４１】
　内レール５１の先端部分には戻り球防止部材５３が取着されている。これにより、一旦
、内レール５１および外レール５２間の球案内通路から遊技盤４の上部へと案内された遊
技球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態が防止されるようになっている。ま
た、内枠１２の外レール５２延長上には、遊技球の最大飛翔部分に対応する位置に返しゴ
ム５４が取着されている。従って、所定以上の勢いで発射された遊技球は、返しゴム５４
に当たって跳ね返されるようになっている。
【００４２】
　遊技盤４の右下隅部は、証紙（例えば製造番号が記載されている）等のシールやプレー
トを貼着するためのスペースとなっている。遊技盤４に証紙等のシールを貼着することで
、遊技盤４と証紙との一義性を持たせることができる。
【００４３】
　次に、遊技領域について説明する。遊技領域は、ガイドレール５０の内周部（内外レー
ル）により略円形状に区画形成されている。本実施形態では、遊技領域を、パチンコ機１
０の正面から見て、内レール５１および外レール５２によって囲まれる領域のうち、内外
レール５１，５２の並行部分である誘導レールの領域を除いた領域としている。従って、
遊技領域と言った場合には誘導レール部分は含まないため、遊技領域の向かって左側限界
位置は外レール５２によってではなく内レール５１によって特定される。同様に、遊技領
域の向かって右側限界位置は内レール５１によって特定される。また、遊技領城の下側限
界位置は遊技盤４の下端位置によって特定される。また、遊技領域の上側限界位置は外レ
ール５２によって特定される。
【００４４】
　前記樹脂ベース２０において、窓孔２１（遊技盤４）の下方には、遊技球発射装置３８
より発射された直後に遊技球を案内するための発射レールが取り付けられている。発射レ
ールは、その後方の金属板を介して樹脂ベース２０に取付固定されており、所定の発射角
度（打ち出し角度）にて直線的に延びるよう構成されている。従って、遊技球発射ハンド
ル１８の回動操作に伴い発射された遊技球は、まずは発射レールに沿って斜め上方に打ち
出され、その後前述した通りガイドレール５０の球案内通路を通じて所定の遊技領域に案
内されるようになっている。
【００４５】
　また、発射レールとガイドレール５０（誘導レール）との間には所定間隔の隙間があり
、この隙間より下方にファール球通路が形成されている。従って、仮に、遊技球発射装置
３８から発射された遊技球が戻り球防止部材５３まで至らずファール球として誘導レール
内を逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路を介して下皿１５に排出され
る。
【００４６】
　なお、詳しい図面の開示は省略するが、遊技球発射装置３８には、前面枠セット１４側
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の球出口（上皿１９の最下流部より通じる球出口）から遊技球が１つずつ供給される。ま
た、遊技球発射装置３８には打球槌が設けられ、軸部を中心とする打球槌の回動に伴い遊
技球が発射される。
【００４７】
　図２中の符号４９は上皿１９に通ずる排出口であり、この上皿排出口４９を介して遊技
球が上皿１９に排出される。この上皿排出口４９には、略水平方向の回転軸を軸心として
略水平状態と略垂直状態とに変位する開閉式のシャッタが取り付けられている、前面枠セ
ット１４を内枠１２から開放した状能（図２の状態）では、バネ等の付勢力によりシャッ
タが略水平状態から略垂直状態となり、上皿排出口４９から遊技球がこぼれ落ちないよう
にこの上皿排出口４９を閉鎖する。また、前面枠セット１４を閉鎖した状態では、当該前
面枠セット１４の裏面に設けられた球通路樋６９（図２参照）によりシャッタが押し開け
られて略水平状態になり、上皿排出口４９の方へ排出された遊技球はもれなく球通路樋６
９を通って上皿１９に排出されるようになる。従って、本パチンコ機１０においては、前
面枠セット１４の開放に際し払出通路内等の遊技球がパチンコ機１０外にこぼれ落ちてし
まうといった不都合が防止できるようになっている。
【００４８】
　図１に示すように、樹脂ベース２０には、窓孔２１の右下部に楕円形状の小窓２３が設
けられている。従って、遊技盤４の右下隅部に張られた証紙などのシール（図４のＳ１）
は、この小窓２３を通じて視認できるようになっている。また、この小窓２３からシール
等を貼り付けることも可能となっている。
【００４９】
　また、図４に示すように、内枠１２の左端部には、前面枠セット１４の支持機構として
、支持金具８１，８２が取り付けられている。上側の支持金具８１には図の手前側に切欠
を有する支持孔８３が設けられ、下側の支持金具８２には鉛直方向に突出した突起軸（図
外）８４が設けられている。
【００５０】
　図２に示すように、内枠１２の上側には、前面枠セット１４が内枠１２に対して開かれ
たことを検出する前面枠セット開検出スイッチ９０が設けられている。前面枠セット１４
が開かれると、前面枠セット開検出スイッチ９０からホール内（パテンコ店内）用コンピ
ュータヘ出力されるようになっている。また、前面枠セット１４が閉じられると、前面枠
セット１４の金属製の補強板が、内枠１２の一対の金具に接触するようになっており、前
面枠セット１４のアースが確保されている。
【００５１】
　ここで、前述した前面枠セット１４について、図１，図２を参照しつつより詳細に説明
する。前面枠セット１４には前記遊技領域のほとんどを外部から視認することができるよ
う略楕円形状の窓部２５が形成されている。詳しくは、窓部２５は、その左右側の略中央
部が、上下側に比べて比較的緩やかに湾曲した形状となっている。なお、前記略中央部が
直線状になるようにしてもよい。
【００５２】
　また、パチンコ機１０の正面から見て窓部２５の左端と前面枠セット１４の左端との間
の最短距離（いわゆる左側部フレーム部分の左右幅）、すなわち開閉軸線側のフレーム幅
は、前面枠セット１４自体の強度および支持強度を高めるために比較的大きく設定されて
いる。この場合、図１および図５を相互に比較すると明らかなように、前面枠セット１４
が閉じられた状態において、外レール５２の左端部はもちろん、内レール５１の左端部も
前記左側部フレーム部分によって覆い隠される。つまり、誘導レールの少なくとも一部が
、パチンコ機１０の正面からみて前面枠セット１４の左側部フレーム部分と重複し覆い隠
される。このように遊技球が一時的に視認困難となったとしても、それは、遊技球が遊技
領域に案内される通過点に過ぎず、遊技者が主として遊技を楽しむ遊技領城において遊技
球が視認困難となるわけではない。そのため、実際の遊技に際しては何ら支障が生じない
。また、このような支障が生じない一方で、前面枠セット１４の十分な強度および支持強
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度が確保可能となっている。
【００５３】
　加えて、前面枠セット１４にはその周囲（例えばコーナー部分）に、演出装置７００の
一つとして、各種ランプ等の発光手段が設けられている。これら発光手段は、大当たり遊
技状態時や羽根開放時等における遊技状態の変化に応じて点灯、点滅のように発光態様が
変更制御され遊技中の演出効果を高める役割を果たすものである。例えば、窓部２５の周
縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部３０が左右対称に設けられ、パチンコ機１
０の最上部には、同じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した中央電飾部１３１が設けられてい
る。本パチンコ機１０では、中央電飾部１３１が大当たりランプとして機能し、大当たり
遊技状態時に点灯や点滅を行うことにより、大当たり遊技状態中であることを報知する。
さらに、上皿１９周りにも、同じくＬＥＤ等の発光手段を内蔵した上皿電飾部３３が設け
られている。その他、中央電飾部１３１の左右側方には、賞球払出し中に点灯する賞球ラ
ンプ１３２が設けられている。また、電飾部３０の下端部に隣接するようにして、内枠１
２表面や遊技盤４表面等の一部を視認できるよう透明樹脂からなる小窓が設けられている
。この小窓は平面状とし、遊技盤４の右下隅部に貼り付けられた証紙などを、小窓の当該
平面状箇所から機械で好適に読み取ることができる。更に、遊技領域内にも、役物用、入
賞口用等の電飾ランプ、ＬＥＤが存在するが、こうした発光手段も演出装置となる。
【００５４】
　また、窓部２５の下方には貸球操作部が配設されており、貸球操作部には球貸しボタン
と、返却ボタンと、度数表示部とが設けられている。パチンコ機１０の側方に配置された
図示しないカードユニット（球貸しユニット）に紙幣やカード等を投入した状態で貸球操
作部が操作されると、その操作に応じて遊技球の貸出が行われる。球貸しボタンは、カー
ド等（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり
、カード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿１９に供給される。返却ボタンは
、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。度数表示部はカ
ード等の残額情報を表示するものである。なお、カードユニットを介さずに球貸し装置部
から上皿に遊技球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆる現金機では貸球操作部が不要
となる。故に、貸球操作部の設置部分に、飾りシール等が付されるようになっている。こ
れにより、カードユニットを用いたパチンコ機と現金機との貸球操作部の共通化が図れる
。
【００５５】
　また、図１に示すように、前面枠セット１４の左側を前面側（図１の紙面手前側）に必
要以上に突出しないようにしている。こうすることで、パチンコ機１０の左側に設けられ
たカードサンドの球貸し装置から直接に上皿１９に遊技球を貸し出す際に、当該球貸し装
置のノーズ部（いわゆる象の鼻）の先端排出口を好適に上皿１９の上方位置に位置させる
ことができ、当該球貸し装置のノーズ部から貸し出される遊技球を上皿１９で受けること
かできる。
【００５６】
　次に、図５を用いて遊技盤４の構成を説明する。図５は遊技盤４の構成を示す正面図で
ある。
　遊技盤４は、遊技球が入球すると所定数の賞品球が払い出される等の何らかの利益が遊
技者に付与される各種入賞部としての、天入賞口２６、遊技盤４の中段やや上寄り及び下
段に５つずつ浅いＵ字状に並べて配された計１０個の可変入賞装置２７（第１可変入賞装
置２７１～第１０可変入賞装置２７１０）、遊技盤４の中段やや上寄りの５つの可変入賞
装置２７（第１可変入賞装置２７１～第５可変入賞装置２７５）よりも上方に配された第
１特別入賞口２８及び遊技盤４の下段の５つの可変入賞装置２７（第６可変入賞装置２７

６～第１０可変入賞装置２７１０）よりも上方に配された第２特別入賞口２９等を備えて
いる。これらの天入賞口２６、可変入賞装置２７、第１特別入賞口２８、第２特別入賞口
２９等は、遊技盤４における、ルータ加工によって形成された各貫通穴にそれぞれに配設
され、遊技盤４前面側から木ネジ等により取り付けられている。前述の天入賞口２６及び
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可変入賞装置２７に遊技球が入球し、当該入球が後述する検出スイッチ（入賞口スイッチ
、カウントスイッチ、作動口スイッチ等）で検出され、この検出スイッチの出力に基づい
て、上皿１９（または下皿１５）へ所定数の賞品球が払い出される。その他に、遊技盤４
にはアウト口３６が設けられており、各種入賞口等に入球しなかった遊技球はこのアウト
口３６を通って図示しない球排出路の方へと案内されるようになっている。
【００５７】
　また、遊技盤４には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘が植設
されているとともに、各種部材（投物）が配設されている。すなわち、天入賞口２６の上
方には、５本の釘１０１が遊技球の通過可能な間隔で横に並べて配され、その下方且つ天
入賞口２６の直上には、天入賞口２６への遊技球の入り口を規定するように２本の釘１０
２、１０３が遊技球の通過可能な間隔で横に並べて配され、各釘１０２、１０３の下に４
本ずつの１纏まりの釘１０４、１０５がハの字状に並べて配されている。
【００５８】
　第１特別入賞口２８の直上には、第１特別入賞口２８への遊技球の入り口を規定するよ
うに２本の釘１１４、１１５が遊技球の通過可能な間隔で横に並べて配されている。
　遊技盤４の中段やや上よりの５つの可変入賞装置２７（第１可変入賞装置２７１～第５
可変入賞装置２７５）の中で、中央の第３可変入賞装置２７３を除いた第１、第２、第４
及び第５可変入賞装置２７１、２７２、２７４、２７５のそれぞれの上方には、頂上に遊
技球の通過可能な隙間を空けて５本ずつの１纏まりの釘１０６、１０７がハの字状に並べ
て配され、その下方且つ各可変入賞装置２７の直上には、各可変入賞装置２７の作動入賞
口２７ａへの遊技球の入り口を規定するように２本の釘１０８、１０９が遊技球の通過可
能な間隔で斜めに並べて配され、この２本の釘１０８、１０９のうち、上側の釘１０８か
ら斜め下に並べて２本の１纏まりの釘１１０が当該可変入賞装置２７の可動翼３１に向け
て遊技球を流すように配され、上記ハの字状の５本ずつの１纏まりの釘１０６、１０７の
下方の延長上に、遊技球の通過可能な隙間を空けて４本ずつの１纏まりの釘１１１、１１
２が当該可変入賞装置２７の可動翼３１に向けて遊技球を流すように配されている。
【００５９】
　遊技盤４の中段やや上よりの５つの可変入賞装置２７（第１可変入賞装置２７１～第５
可変入賞装置２７５）の中で、中央の第３可変入賞装置２７３の直上には、当該可変入賞
装置２７の作動入賞口２７ａへの遊技球の入り口を規定するように３本の釘１１３が遊技
球の通過可能な間隔で三角形をなすように配されている。
【００６０】
　第２特別入賞口２９の上方には、頂上に遊技球の１つ通る隙間を空けて３本ずつの１纏
まりの釘１１６、１１７がハの字状に並べて配され、その下方且つ第２特別入賞口２９の
直上には、第２特別入賞口２９への遊技球の入り口を規定するように２本の釘１１８、１
１９が遊技球の通過可能な間隔で横に並べて配されている。
【００６１】
　遊技盤４の下段の５つの可変入賞装置２７（第６可変入賞装置２７６～第１０可変入賞
装置２７１０）の中で、両端の第６及び第１０可変入賞装置２７６、２７１０のそれぞれ
の上方には、遊技球の通過可能な間隔で３段に並べて計１５本の釘１２０が配され、各可
変入賞装置２７の直上には、各可変入賞装置２７の作動入賞口２７ａへの遊技球の入り口
を規定するように３本の釘１２１が遊技球の通過可能な間隔で三角形をなすように配され
ている。
【００６２】
　遊技盤４の下段の５つの可変入賞装置２７（第６可変入賞装置２７６～第１０可変入賞
装置２７１０）の中で、中央の第３可変入賞装置２７３の両脇の第７及び第９可変入賞装
置２７７、２７９のそれぞれの上方には、頂上に遊技球の通過可能な隙間を空けて８本ず
つの１纏まりの釘１２２、１２３がハの字状に並べて配され、その下方且つ第７及び第９
可変入賞装置２７７、２７９の直上には、各可変入賞装置２７の作動入賞口２７ａへの遊
技球の入り口を規定するように２本の釘１２４、１２５が遊技球の通過可能な間隔で横に
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並べて配されている。
【００６３】
　遊技盤４の下段の５つの可変入賞装置２７（第６可変入賞装置２７６～第１０可変入賞
装置２７１０）の中で、中央の第８可変入賞装置２７８の直上には、当該可変入賞装置２
７の作動入賞口２７ａへの遊技球の入り口を規定するように３本の釘１２６が遊技球の通
過可能な間隔で三角形をなすように配されている。
【００６４】
　ここで、第１特別入賞口２８は、これに入球すると遊技盤４の中段やや上寄りに設けら
れた第１～第５可変入賞装置２７１～２７５の全てを開状態とする入賞口であり、第２特
別入賞口２９は、これに入球すると遊技盤４の下段に設けられた第６～第１０可変入賞装
置２７６～２７１０の全てを開状態とする入賞口である。
【００６５】
　図６～図１２に可変入賞装置２７の詳細を示す。図６は、開状態の可変入賞装置の斜視
図、図７ａ，図７ｂは、開状態の可変入賞装置の正面図及び側面図である。図８は、閉状
態の可変入賞装置の斜視図、図９ａ，図９ｂは、閉状態の可変入賞装置の正面図及び側面
図である。図１０は、可変入賞装置の分解図である。
【００６６】
　図６～図１２に示すように、可変入賞装置２７は、遊技球の入球が容易な開状態と、こ
の開状態よりも遊技球の入球が困難な閉状態との２つの状態を取り得るように構成された
、いわゆるチューリップと称される入賞部の一種であり、一対の可動翼３１、翼開閉具３
２及び作動入賞口２７ａを有する。作動入賞口２７ａに、遊技球が入球すると所定数の賞
品球の払い出しを行うとともに、当該可変入賞装置２７は開状態となる。
　一対の可動翼３１は、遊技盤４を流下する遊技球を拾い受けるように、遊技盤４前面と
直交する軸を中心に回動して両側に開き、これにより可変入賞装置２７を開状態に移行さ
せる部材である。この開状態で可動翼３１により遊技球が拾い受けられると所定数の賞品
球の払い出しを行うとともに、可動翼３１は閉じられ、これにより可変入賞装置２７は閉
状態に移行する。
　すなわち、可変入賞装置２７は、開状態においては作動入賞口２７ａと開かれた可動翼
３１とによる入球が可能となり、閉状態においては作動入賞口２７ａのみからの入球が可
能となる。
【００６７】
　図１０に示すように、可変入賞装置２７は、可動翼取付部２７Ａ、翼開閉具取付部２７
Ｂ、検出スイッチ取付部２７Ｃ等を有する本体２７ｂを具備し、この本体２７ｂの前面に
、一対の可動翼３１を回動可能に支持するための一対の支軸２７ｃ１（１本は図外）を有
する前側カバー部材２７ｃを組み付けるとともに、本体２７ｂの裏面に、作動入賞口２７
ａを構成する球通過孔２７ｄ１を有する球検出スイッチ２７ｄ、翼開閉具３２、及びＬＥ
Ｄ（Light Emitting Diode：発光ダイオード）を内蔵する発光部材２７ｅを組み付けて構
成されている。ここで、発光部材２７ｅには、上記ＬＥＤに電力を供給する電力コードが
接続される電力ソケット２７ｅ１が設けられている。
【００６８】
　図１１に、翼開閉具の詳細を示す。翼開閉具３２は、板状の本体３２ａと、該本体３２
ａのほぼ中央に設けられ、翼開閉具３２を可変入賞装置２７の本体２７ｂに遊技盤４の裏
面と平行な水平軸を中心に回動可能に支持させるための支軸３２ｂ（図１０）が挿通され
る軸孔３２ｃと、本体３２ａの先端部に設けられた一対の翼作動爪３２ｄと、軸孔３２ｃ
よりも後方の本体３２ａの上部に設けられ側方に傾斜する斜面３２ｅ１及びその後方に立
設された板状部材３２ｅ２からなる第１球受け部３２ｅと、本体３２ａの一側端に沿って
下向きに立設された連結板部３２ｆにより本体３２ａに連結されて本体３２ａと平行に設
けられた板状部材３２ｇ１及びその前端部に設けられた球受け爪３２ｇ２からなる第２球
当接部３２ｇと、本体３２ａの第１球受け部３２ｅよりも後方に設けられた開放レバー３
２ｈとを具備する。
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【００６９】
　以下、図１２及び図１３を参照して、翼開閉具の動作を説明する。図１２は、可変入賞
装置から可動翼及び翼開閉具のみを抽出した、開状態図１２（ａ）及び閉状態図１２（ｂ
）の斜視図であり、図１３は、可変入賞装置の開状態図１３（ａ）及び閉状態図１３（ｂ
）の横断面図である。
　図１２及び図１３に示すように、作動入賞口２７ａに遊技球がＷ入球すると、入球した
遊技球Ｗが可変入賞装置２７内部の通路を通って翼開閉具３２の第１球受け部３２ｅと当
接し、これにより翼開閉具３２が支軸３２ｂを中心に前部が上向きに回動する。このとき
、各翼作動爪３２ｄが各可動翼３１の爪係合部３１ａ（図１０）とそれぞれ係合して、各
可動翼３１が両側に寝るように開く。
　また、可変入賞装置２７の開状態（図１２（ａ）、図１３（ａ））にて両側に開かれた
各可動翼３１により遊技球Ｗが拾い受けられて入球すると、入球した遊技球が翼開閉具３
２の第２球当接部３２ｇと当接し、これにより翼開閉具３２が支軸３２ｂを中心に前部が
下向きに回動する。このとき、各翼作動爪３２ｄが各可動翼３１の下端部３１ｂとそれぞ
れ係合して、各可動翼３１が立った状態に閉じる。
【００７０】
　（遊技盤４の裏面側の構造）
　以下、遊技盤４の裏面側の構造を説明する。
【００７１】
　図１４に、遊技盤４の裏面側の構造を斜視図により示す。図１５に、その分解図を示す
。
【００７２】
　遊技盤４は、厚手のベニヤ板からなる台板４３を有し、その裏面側は２層の裏板材４４
、４７を設けて構成されている。
【００７３】
　台板４３は、天入賞口２６、第１特別入賞口２８及び第２特別入賞口２９に入球した遊
技球をそれぞれ台板４３の裏面側に送るための天入賞口孔５５、第１特別入賞口孔５６及
び第２特別入賞口孔５７を有するとともに、各可変入賞装置２７の後部が挿通される可変
入賞装置孔５８を有する。
【００７４】
　下層裏板材４４は、天入賞口孔５５を介して裏面側に送られた遊技球、各可変入賞装置
２７を介して入球した遊技球及び後掲の第１特別球通路８０、第２特別球通路８５を通過
した遊技球をパチンコ機１０から排出するための球排出通路５９と、第１特別入賞口孔５
６と第１特別球通路８０の最上端部とを接続するＵ字状の第１特別球通路接続部５６ａと
、第２特別入賞口孔５７と第２特別球通路８５の最上端部とを接続するＵ字状の第２特別
球通路接続部５７ａと、各可変入賞装置２７の発光部材２７ｅの電力ソケットに電力供給
コードの接続プラグを差し込み作業し得るように穿設された下層側電力コード接続用孔６
０と、を備えるとともに、各可変入賞装置２７が開状態であるときに可動翼３１により入
球した遊技球及び天入賞口２６に入球した遊技球を検出する球検出センサー６１の設置部
を有する。なお、球排出通路５９には、第１特別球通路８０及び第２特別球通路８５の再
下端部と球排出通路５９内部とを接続するための第１接続孔５９ａ及び第２接続孔５９ｂ
が穿設されている。
【００７５】
　上層裏板材４７は、下層裏板材４４の下層側電力コード接続用孔６０と重なる位置に穿
設された上層側電力コード接続用孔６２と、各可変入賞装置２７の翼開閉具３２の開放レ
バー３２ｈを後方に突出させるように穿設された開放レバー挿通孔６３と、第１特別入賞
口２８に入球した遊技球を流下させる球通路の厚み方向の半分を構成する第１特別球通路
基部６４と、第２特別入賞口２９に入球した遊技球を流下させる球通路の厚み方向の半分
を構成する第２特別球通路基部６５とを備える。
　このように、球通路としての特別球通路８０が、厚み方向に分割された各分割体（第１
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特別球通路基部６４、第２特別球通路基部６５）から構成されることから、球通路８０内
に、遊技球と当接する規制部材７９、８６及びリンク作動部材７７、７８の球当接部７７
ａ、７８ａ、７９ｄ、８６ｄ及び規制部材７９、８６の係合部７９ａ、８６ａを組み込む
ことが容易となる。７７ｇは、前記リンク作動部材７７の球当接部７７ａの先端部の下向
きに突出した切り欠き突起であり、７８ｅも、同様に前記リンク作動部材７８の球当接部
７７ａの先端部の下向きに突出した切り欠き突起（ガンギ爪状体）であり、夫々第１規制
部材７９の係合部７９ａ及び第２規制部材８６の係合部８６ａの凹部に容易に外れないよ
うに係合できる構造となっている。
　ここで、上層裏板材４７には、図１６に示すように、遊技盤４の中段やや上よりの５つ
の可変入賞装置２７（第１可変入賞装置２７１～第５可変入賞装置２７５）に対応する開
放リンク機構としての第１リンク機構６６及び第２リンク機構６７、リンク作動部材とし
ての第１リンク作動部材７７及び第２リンク作動部材７８、規制部材としての第１規制部
材７９及び第２規制部材８６が装着されるとともに、図示はされていないが、遊技盤４の
下段の５つの可変入賞装置２７（第６可変入賞装置２７６～第１０可変入賞装置２７１０

）に対応する開放リンク機構、リンク作動部材、規制部材が、前記の各機構、部材と実質
的に同じ構成とされて、装着される。また、第１可変入賞装置２７１～第５可変入賞装置
２７５に対応する球通路としての第１特別球通路８０を形成するように第１特別球通路蓋
部６８が装着されるとともに、図示はされていないが、第６可変入賞装置２７６～第１０
可変入賞装置２７１０に対応する球通路を形成するように第２特別球通路基部６５に第２
特別球通路蓋部が装着される。
【００７６】
　以下、図１４～図２１を参照して、各特別入賞口２８、２９への入球により複数の可変
入賞装置２７を一斉に開状態とする連動構造と、各特別入賞口２８、２９への入球以外の
場合に開放リンク機構の動作を禁止するストッパ構造とを説明する。ここで、パチンコ機
１０は、第１特別入賞口２８への入球と連動して第１～第５可変入賞装置２７１～２７５

を開状態とする連動構造と、第２特別入賞口２９への入球と連動して第６～第１０可変入
賞装置２７６～２７１０を開状態とする連動構造とを具備するが、これら２つの連動構造
は同様の構造であるために、前者の連動構造についてのみ説明し、後者の連動構造につい
ての説明は省略する。
【００７７】
　図１６は、リンク作動部材が初期位置にあるときの遊技盤裏面側の斜視図（第１特別球
通路蓋部６８を外した状態）である。図１７は、リンク作動部材が所定位置（遊技球をリ
リースする寸前の終期位置）にあるときの遊技盤裏面側の斜視図（第１特別球通路蓋部６
８を外した状態）である。図１８は、リンク作動部材が初期位置にあるときの遊技盤の背
面図（第１特別球通路蓋部６８を外した状態）である。図１９は、リンク作動部材が所定
位置（遊技球をリリースする寸前の終期位置）にあるときの遊技盤の背面図（第１特別球
通路蓋部６８を外した状態）である。
【００７８】
　第１リンク作動部材７７及び第２リンク作動部材７８は、第１特別球通路８０を流下す
る遊技球と当接して初期位置から所定位置まで遊技盤４裏面に直交する軸を中心に回動す
るように上層裏板材４７に設けられるものとされる。
　すなわち、第１リンク作動部材７７は、図１９及び図２０（ａ）及び図２０（ｂ）に示
すように、基端部にて支軸７７ｂにより回動可能に支持されるとともに第１特別球通路８
０を流下する遊技球と当接する球当接部７７ａが先端部に設けられた力棒７７ｃと、この
力棒７７ｃと直交するように基端部が力棒７７ｃの基端部と一体的に結合され先端部が第
１リンク機構６６の第１連接部材７５の中間部と回動自在に接続された作用棒７７ｄと、
第１リンク作動部材７７を上記所定位置から上記初期位置に向けて回動させるように付勢
する付勢手段としての錘７７ｅが先端部に設けられ、基端部が、力棒７７ｃ及び作用棒７
７ｄの基端部と一体的に結合して設けられた錘取付棒７７ｆとを含む。前記球当接部７７
ａの先端部は、切り欠き爪状（ガンギ爪）に形成され、後述する第１規制部材７９の係合
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部２９ａの凹部と噛み合い、その係合状態においては、前記第１リンク作動部材７７の側
を不正に押し引き操作したとしても、その係合が容易に外れず、前記第１規制部材７９の
側が変位することによってその係合が外れるように構成されている。
【００７９】
　また、第２リンク作動部材７８は、基端部にて支軸７８ｂにより回動可能に支持される
とともに第１特別球通路８０を流下する遊技球と当接する球当接部７８ａが先端部に設け
られた力棒７８ｃと、この力棒７８ｃから支軸７８ｂを超えて直線的に伸びるように設け
られ基端部が力棒７７ｃの基端部と一体的に結合されるとともに、先端部が第３連接部材
８７の一端部と回動自在に接続される作用棒７８ｄとを含む。ここで、第３連接部材８７
は、他端部が第２揺動部材７２の力棒７２ｄの先端部と回動自在に接続されるとともに、
中間部に、第２リンク作動部材７８を所定位置から初期位置に向けて付勢するための付勢
手段としての錘８７ａが設けられるものとされる。
【００８０】
　次に、開放リンク機構としての第１リンク機構６６及び第２リンク機構６７を説明する
。
【００８１】
　第１リンク機構６６は、第１可変入賞装置２７１及び第５可変入賞装置２７５にそれぞ
れ対応して設けられ、遊技盤４裏面に直交する軸を中心に揺動する第１揺動部材７０及び
第５揺動部材７１と、第１揺動部材７０及び第５揺動部材７１を連接する第１連接部材７
５とを含む。
【００８２】
　第１揺動部材７０は、基端部にて支軸７０ｂにより回動可能に支持されるとともに第１
可変入賞装置２７１の開放レバー３２ｈを先端部により押下する押下棒７０ａと、この押
下棒７０ａと直交するように基端部が押下棒７０ａの基端部と一体的に結合されるととも
に先端部が第１連接部材７５の一端部と回動自在に接続された作用棒７０ｃと、押下棒７
０ａが第１可変入賞装置２７１の開放レバー３２ｈを押下した後に押下棒７０ａを初期位
置に戻すように付勢するための錘７０ｄとを含む。ここで、錘７０ｄは、第１リンク作動
部材７７と第１揺動部材７０とが連結されて一体的に揺動することから、第１リンク作動
部材７７を初期位置に向かって付勢する付勢手段としても機能するものである。
【００８３】
　第５揺動部材７１は、基端部にて支軸７１ｂにより回動可能に支持されるとともに第５
可変入賞装置２７５の開放レバー３２ｈを先端部により押下する押下棒７１ａと、この押
下棒７１ａと直交するように基端部が押下棒７１ａの基端部と一体的に結合されるととも
に先端部が第１連接部材７５の他端部と回動自在に接続された作用棒７１ｃと、押下棒７
１ａが第５可変入賞装置２７５の開放レバー３２ｈを押下した後に押下棒７１ａを初期位
置に戻すように付勢するための錘７１ｄとを含む。ここで、錘７１ｄは、第１リンク作動
部材７７と第５揺動部材７１とが連結されて一体的に揺動することから、第１リンク作動
部材７７を初期位置に向かって付勢する付勢手段としても機能するものである。
【００８４】
　次に、第２リンク機構６７を説明する。第２リンク機構６７は、第２可変入賞装置２７

２、第３可変入賞装置２７３及び第４可変入賞装置２７４にそれぞれ対応して設けられ、
遊技盤４裏面に直交する軸を中心に揺動する第２揺動部材７２、第３揺動部材７３及び第
４揺動部材７４と、第２揺動部材７２～第４揺動部材７４を連接する第２連接部材７６と
を含む。
【００８５】
　第２揺動部材７２は、基端部にて支軸７２ｂにより回動可能に支持されるとともに第２
可変入賞装置２７２の開放レバー３２ｈを先端部により押下する押下棒７２ａと、この押
下棒７２ａと直交するように基端部にて押下棒７２ａの基端部と一体的に結合されるとと
もに先端部が第２連接部材７６の一端部と回動自在に接続される作用棒７２ｃと、この作
用棒７２ｃと直交するように基端部にて作用棒７２ｃの基端部と一体的に結合されるとと
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もに先端部が第３連接部材８７の他端部と回動自在に接続された力棒７２ｄとを含む。こ
こで、ここで、第３連接部材８７の中間部に設けられた錘８７ａは、第２リンク作動部材
７８を所定位置から初期位置に向かって付勢する付勢手段として機能する。
【００８６】
　第３揺動部材７３は、基端部にて支軸７３ｂにより回動可能に支持されるとともに第３
可変入賞装置２７３の開放レバー３２ｈを先端部により押下する押下棒７３ａと、この押
下棒７３ａと直交するように基端部が押下棒７３ａの基端部と一体的に結合されるととも
に先端部が第２連接部材７６の中間部と回動自在に接続された作用棒７３ｃと、押下棒７
３ａが第３可変入賞装置２７３の開放レバー３２ｈを押下した後に押下棒７３ａを初期位
置に戻すように付勢するための錘７３ｄとを含む。ここで、錘７３ｄは、第２リンク作動
部材７８と第２リンク機構６７とが連結されて一体的に揺動することから、第２リンク作
動部材７８を初期位置に向かって付勢する付勢手段としても機能するものである。
【００８７】
　第４揺動部材７４は、基端部にて支軸７４ｂにより回動可能に支持されるとともに第４
可変入賞装置２７４の開放レバー３２ｈを先端部により押下する押下棒７４ａと、この押
下棒７４ａと直交するように基端部が押下棒７４ａの基端部と一体的に結合されるととも
に先端部が第２連接部材７６の他端部と回動自在に接続された作用棒７４ｃと、押下棒７
４ａが第４可変入賞装置２７４の開放レバー３２ｈを押下した後に押下棒７４ａを初期位
置に戻すように付勢するための錘７４ｄとを含む。ここで、錘７４ｄは、第２リンク作動
部材７８と第２リンク機構６７とが連結されて一体的に揺動することから、第２リンク作
動部材７８を初期位置に向かって付勢する付勢手段としても機能するものである。
【００８８】
　次に、規制部材としての第１規制部材７９及び第２規制部材８６を説明する。第１規制
部材７９及び第２規制部材８６は、共に遊技盤４裏面に直交する軸を中心に回動可能に設
けられるものとされる。
　図２０に、規制部材が係合位置にあるとき（ａ）及び係合解除位置にあるとき（ｂ）の
拡大図を示す。図２１に、規制部材が係合解除位置から係合位置に戻るときの様子を示す
。
【００８９】
　第１規制部材７９は、第１リンク作動部材７７が初期位置にあるときに第１特別球通路
８０内にて第１リンク作動部材７７の球当接部７７ａと係合する凹部の係合部７９ａを有
しており、この係合部７９ａと球当接部７７ａとが係合する位置の上方に配設された支軸
７９ｂにより、係合部７９ａが第１リンク作動部材７７の球当接部７７ａと係合して第１
リンク機構６６を動作不可能とする係合位置と、その係合が解除されて第１リンク機構６
６を動作可能とする係合解除位置との間で揺動可能に釣支されている。ここで、第１規制
部材７９には、第１規制部材７９を係合位置に向けて付勢するための錘７９ｃが適宜位置
に設けられるものとされる。前記係合部７９ａの凹部は、第１リンク作動部材７７の球当
接部７７ａの先端の切り欠き爪状（ガンギ爪）に形成された部分と噛み合う形状とされ、
その係合状態においては、前記第１リンク作動部材７７の側を不正に押し引き操作したと
しても、その係合が容易に外れず、前記第１規制部材７９の側が変位することによってそ
の係合が外れるように構成されている。
【００９０】
　また、第１規制部材７９は、係合部７９ａよりも上方に設けられ、第１特別球通路８０
を流下する遊技球Ｗと当接する球当接部７９ｄを有しており、球当接部７９ｄに遊技球Ｗ
が当接することにより、上記係合位置から係合解除位置に向けて回動される。
　また、第１規制部材７９の係合部７９ａよりも下方には、第１リンク作動部材７７が上
記所定位置から初期位置に回動するときに第１規制部材７９を係合解除位置に向けて押し
戻すようにしながら第１リンク作動部材７７の球当接部７７ａの先端が摺接する摺接曲面
７９ｅが形成されている。
【００９１】
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　次に、第２規制部材８６を説明する。第２規制部材８６は、第１規制部材７９と同様の
構造であり、第２リンク作動部材７８が初期位置にあるときに第１特別球通路８０内にて
第２リンク作動部材７８の球当接部７８ａと係合する係合部８６ａを有しており、この係
合部８６ａと球当接部７８ａとが係合する位置の上方に配設された支軸８６ｂにより、係
合部８６ａが第２リンク作動部材７８の球当接部７８ａと係合する係合位置と、その係合
が解除される係合解除位置との間で揺動可能に釣支されている。ここで、第２規制部材８
６には、第２規制部材８６を係合位置に向けて付勢するための錘８６ｃが適宜位置に設け
られるものとされる。
　また、第２規制部材８６は、係合部８６ａよりも上方に設けられ、第１特別球通路８０
を流下する遊技球Ｗと当接する球当接部８６ｄを有しており、球当接部８６ｄに遊技球Ｗ
が当接することにより、上記係合位置から係合解除位置に向けて回動される。
【００９２】
　また、第２規制部材８６の係合部８６ａよりも下方には、第２リンク作動部材７８が上
記所定位置から初期位置に戻るときに第２規制部材８６を係合解除位置に向けて押し戻す
ようにしながら第２リンク作動部材７８の球当接部７８ａの先端が摺接する摺接曲面８６
ｅが形成されている。
【００９３】
　第１特別球通路８０は、第１特別球通路接続部５６ａからの遊技球を遊技盤４の背面に
向かって左側、すなわち遊技盤４の開閉軸線の反対側に送るように緩やかな傾斜を有して
横方向に延びる第１横方向延設部８０ａ（図１９）と、これに続いて遊技球を下方に流下
させるように上記開閉軸線の反対側（第１規制部材７９が配設されている側）を凸として
湾曲する第１湾曲部８０ｂと、これに続いて遊技球を遊技盤４の背面に向かって左側、す
なわち遊技盤４の開閉軸線の反対側に送るように緩やかな傾斜を有して横方向に延びる第
２横方向延設部８０ｃ（図１９）と、これに続いて遊技球を第１接続孔５９ａまで下方に
流下させるように上記開閉軸線の反対側（第２規制部材８６が配設されている側）を凸と
して湾曲する第２湾曲部８０ｄとを含む。
【００９４】
　ここで、第１規制部材７９の球当接部７９ｄ及び第１リンク作動部材７７の球当接部７
７ａは、第１特別球通路８０の第１湾曲部８０ｂにおいて遊技球と当接するように配設さ
れている。すなわち、第１規制部材７９は、第１湾曲部８０ｂにて湾曲の外側から球当接
部７９ｄを第１特別球通路８０内に突出させるように釣支されており、第１横方向延設部
８０ａを通過した遊技球は、第１湾曲部８０ｂにて上記開閉軸線の反対側に向かう速度成
分を有して第１規制部材７９が配設されている側に沿って球通路８０内を流下していく。
これにより遊技球を規制部材と確実に当接させることができる。したがって、規制部材を
遊技球により確実に係合解除位置に回動させることが可能となる。
【００９５】
　また、第１湾曲部８０ｂの曲率は、第１リンク作動部材７７の球当接部７７ａの回動半
径と対応する曲率とされている。これにより、遊技球により第１リンク作動部材７７を初
期位置から所定位置まで確実に回動させて、第１～第５の可変入賞装置２７１～２７５を
一斉に開状態とすることが可能となる。
【００９６】
　更に、第２規制部材８６の球当接部８６ｄ及び第２リンク作動部材７８の球当接部７８
ａは、第１特別球通路８０の第２湾曲部８０ｄにおいて遊技球と当接するように配設され
ている。すなわち、第２規制部材８６は、第２湾曲部８０ｄにて湾曲の外側から球当接部
８６ｄを第１特別球通路８０内に突出させるように釣支されており、第２横方向延設部８
０ｃを通過した遊技球は、第２湾曲部８０ｄにて上記開閉軸線の反対側に向かう速度成分
を有して第２規制部材８６が配設されている側に沿って球通路８０内を流下していく。こ
れにより遊技球を規制部材と確実に当接させることができる。したがって、規制部材を遊
技球により確実に係合解除位置に回動させることが可能となる。
【００９７】
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　更に、また、第２湾曲部８０ｄの曲率は、第２リンク作動部材７８の球当接部７８ａの
回動半径と対応する曲率とされている。これにより、遊技球により第２リンク作動部材７
８を初期位置から所定位置まで確実に回動させて、第６～第１０の可変入賞装置２７６～
２７１０を一斉に開状態とすることが可能となる。
【００９８】
　また、遊技球を第１特別球通路８０により概ね遊技盤４の背面の中央よりも開閉軸線の
反対側に流すようにすることによって、第１規制部材７９及び第２規制部材８６を遊技盤
４の背面の中央よりも開閉軸線の反対側、一側端部の開閉軸線を中心に回動可能に支持さ
れた遊技盤４裏面側の回動端部寄りに各規制部材７９、８６を配設することが可能となり
、遊技盤４の前側から片開き戸式に遊技盤４を開いて各規制部材７９、８６のメンテナン
スを行うときに各規制部材７９、８６のメンテナンスが容易となる。
【００９９】
　また、リンク作動部材７７、７８、リンク機構６６、６７及び規制部材７９、８６が、
複数個ずつ１つの球通路８０について設けられていることにより、球通路８０を流下する
１つの遊技球により２つのリンク機構６６、６７を作動させて、多数の可変入賞装置２７
を一斉に開状態とすることが可能となる。
【０１００】
　また、リンク作動部材付勢手段及び規制部材付勢手段を多数の錘を用いて構成している
ことにより、リンク機構６６、６７及び規制部材７９、８０に作用する付勢力を正確に設
定することが可能となり、リンク機構６６、６７及び規制部材７９、８０をより確実に動
作させることが可能となる。
【０１０１】
　また、図１６等から明らかなように、翼開閉具３２の開放レバー３２ｈがリンク機構６
６、６７の各構成部材よりもかなり小さくされていることから、ワイヤー等により各可変
入賞装置２７の翼開閉具３２の開放レバー３２ｈを直接に押下することが困難になる。こ
れにより、他に特別の防御策を施すことなく、より簡素な構造で不正行為を確実に防止す
ることが可能となる。
【０１０２】
（作用）
　しかして、図２０（ａ）、図２０（ｂ）及び図２１に示すように、このような構成のパ
チンコ機１０において、第１特別入賞口２８に遊技球が入球し、入球した遊技球が第１特
別入賞口孔５６を介して第１特別球通路８０に入って流下を開始すると、次の作用が開始
される。
（１）図２０（ａ）に示すように、遊技球は、第１規制部材７９の球当接部７９ｄに当接
し、これにより第１規制部材７９は係合解除位置に向かって回動する。
　（２）次いで、図２０（ｂ）に示すように、遊技球は、第１規制部材７９との係合が解
除された第１リンク作動部材７７の球当接部７７ａと当接し、これにより第１リンク作動
部材７７は初期位置から所定位置に向かって回動する。
　（３）第１リンク作動部材７７が所定位置に向かって回動すると、これに連結された第
１リンク機構６６の第１連接部材７５が略並進するように作動して、第１揺動部材７０及
び第５揺動部材７１が回動し、第１揺動部材７０及び第５揺動部材７１の押下棒７０ａ、
７１ａが対応する翼開閉具３２の開放レバー３２ｈを押下して、対応する可変入賞装置２
７１、２７５が開状態となる（図１７及び図１９参照）。
【０１０３】
　（４）第１リンク作動部材７７が所定位置まで回動すると、遊技球はさらに流下を続け
、これにより球当接部７７ａにおける遊技球との当接が解除された第１リンク作動部材７
７は、初期位置に向かって回動を開始する。
　（５）図２１に示すように、第１リンク作動部材７７が所定位置から初期位置に回動す
る間に、第１リンク作動部材７７の球当接部７７ａの先端は第１規制部材７９の摺接曲面
７９ｅと摺接し、これにより第１規制部材７９は係合解除位置（方向）に向けて若干押し
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戻されて、第１リンク作動部材７７の球当接部７７ａが第１規制部材７９の係合部７９ａ
と係合する位置に至ると、この係合部７９ａが凹部故に、接当抵抗が無くなり、この第１
規制部材７９の錘７９ｃの附勢力で係合位置（方向）に向けて該第１規制部材７９が変位
し、両者の係合が行われる。この状態（初期位置）では、第１リンク作動部材７７は回動
し得なくり、この第１リンク作動部材７７と連結された第１リンク機構６６は動作が不可
能となる。
　（６）上記手順（４）からさらに流下を続けた遊技球は、第２規制部材８６の球当接部
８６ｄに当接し、上述した同様の作用で、第２規制部材８６は係合解除位置に向かって回
動する。
【０１０４】
　（７）同様に、遊技球は、第２規制部材８６との係合が解除された第２リンク作動部材
７８の球当接部７８ａと当接し、これにより第８リンク作動部材７８は初期位置から所定
位置に向かって回動する。
　（８）第２リンク作動部材７８が所定位置に向かって回動すると、これに連結された第
２リンク機構６７の第２連接部材７６が略並進するように作動して、第２揺動部材７２、
第３揺動部材７３及び第４揺動部材７４が対応する可変入賞装置２７２、２７３、２７４

を開状態とするように回動する（図１７及び図１９参照）。
　（９）第２リンク作動部材７８が所定位置まで回動すると、遊技球はさらに流下を続け
、これにより球当接部７８ａにおける遊技球との当接が解除された第２リンク作動部材７
８は、初期位置に向かって回動を開始する。
【０１０５】
　（１０）第２リンク作動部材７８が所定位置から初期位置に回動する間に、第２リンク
作動部材７８の球当接部７８ａの先端は第２規制部材８６の摺接曲面８６ｅと摺接し、こ
れにより第２規制部材８６は係合解除位置に向けて若干押し戻されて、第２リンク作動部
材７８の球当接部７８ａが第２規制部材８６の係合部８６ａと係合する位置に至ると、こ
の係合部８６ａが凹部故に、接当抵抗が無くなり、この第２規制部材８６の錘８６ｃの附
勢力で係合位置（方向）に向けて該第２規制部材８６が変位し、両者の係合が行われる。
この状態では、第２リンク作動部材７８は回動し得なくり、この第２リンク作動部材７８
と連結された第２リンク機構６７は動作が不可能となる。
　したがって、例えばワイヤーなどを遊技盤４の裏面側に侵入させ、これにより第１リン
ク機構６６又は第２リンク機構６７の各構成部材に力を加えて各可変入賞装置を開状態に
しようとしても第１リンク機構６６を動作させることは略不可能となり、そのような不正
を防止することが可能となる。
【０１０６】
　　〔要部の変形例〕
　以下、図２２及び図２３を参照して、本発明の要部の変形例を説明する。図２２は、リ
ンク作動部材が初期位置にあるときの概念図である。図２３は、リンク作動部材が所定位
置にあるときの概念図である。
　上記最良の形態では、開放リンク機構としての第１リンク機構６６（第２リンク機構６
７）の各揺動部材７０、７４（７１、７２、７３）を、対応する可変入賞装置２７の近傍
に設けられた支軸７０ｂ、７４ｂ（７１ｂ、７２ｂ、７３ｂ）により支持するものとして
いた。この要部の変形例ではそのような開放リンク機構の各構成部材の配設位置の制約を
少なくして遊技機の設計の自由度を高めようとするものである。
【０１０７】
　すなわち、要部の変形例では、開放リンク機構としての連動機構８８は、連動機構８８
を作動させる第３リンク作動部材８９と一体的に回動するように第３リンク作動部材８９
と結合された回転板９１と、回転板９１の回動により揺動し、これにより各可変入賞装置
２７（第１可変入賞装置２７１及び第５可変入賞装置２７５）の翼開閉具３２の開放レバ
ー３２ｈを押下して各可変入賞装置２７を開状態とする第１レバー押下部材９２及び第２
レバー押下部材９３とを含む。なお、他の可変入賞装置２７（例えば、第２可変入賞装置
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２７２及び第４可変入賞装置２７４）について上記連動機構８８と同様の連動機構を設け
ることももちろん可能である。
【０１０８】
　ここで、第３リンク作動部材８９は、回転板９１の回転中心Ｏの周りに回動するものと
されるほか、その先端部に球当接部８９ａが設けられている点と、この球当接部８９ａが
第１特別球通路８０を流下する遊技球と当接するように第１特別球通路８０の第１湾曲部
８０ｂに差し入れられ且つ第１規制部材７９と係合部７９ａにより係合して回動が阻止さ
れている点と、第１特別球通路８０を流下する遊技球が第１規制部材７９と当接し、これ
により第１規制部材７９との係合が外れて回動可能となる点と、第１規制部材７９との係
合が外れた状態で球当接部８９ａに当接した遊技球により初期位置から所定位置まで回動
される点とにおいて、実施形態１の第１リンク作動部材７７と同様である。
　第１レバー押下部材９２及び第２レバー押下部材９３は、一端部が、対応する可変入賞
装置２７の翼開閉具３２の開放レバー３２ｈを押下するレバー押下部９２ａ、９３ａとさ
れ、他端部に突起９２ｂ、９３ｂが設けられた細長い棒状部材であり、遊技盤４の裏面に
垂直な軸の周りに回動するよう中間部分の所定位置にて支軸９２ｃ、９３ｃによりに支持
されている。
【０１０９】
　回転板９１は、遊技盤４の裏面に垂直な軸の周りに回動するように且つ遊技盤４の裏面
と平行に軸支された板状部材であり、第１レバー押下部材９２及び第２レバー押下部材９
３の突起９２ｂ、９３ｂが遊嵌され、第３リンク作動部材８９が初期位置と所定位置との
間を回動するのに伴って回転板９１が回転する間、上記突起９２ｂ、９３ｂと係合するガ
イド長孔９１ａと、リンク作動部材付勢手段としての錘９１ｂとを有している。ガイド長
孔９１ａは、第３リンク作動部材８９が初期位置と所定位置との間を回動するときに、こ
のガイド長孔９１ａと係合する上記突起９２ｂ、９３ｂを所定範囲で上下動させるように
形成されている。この上下動により、第１レバー押下部材９２及び第２レバー押下部材９
３が対応する可変入賞装置２７を開状態とするように支軸９２ｃ、９３ｃを中心に揺動す
る。
【０１１０】
　すなわち、第３リンク作動部材８９が初期位置にあるときにガイド長孔９１ａに遊嵌さ
れた上記突起９２ｂ、９３ｂが位置Ａにあるものとし、第３リンク作動部材８９が所定位
置にあるときに上記突起９２ｂ、９３ｂが位置Ｂにあるものとすれば、回転板９１の回動
中心Ｏと上記位置Ｂとの距離Ｌ２が、上記回動中心Ｏと上記位置Ａとの距離Ｌ１よりも所
定距離Ｌ３長くなるようにガイド長孔９１ａは形成されている。１つの例としては、上記
回動中心Ｏの鉛直下方の点Ｏ´を曲率円の中心とする曲率半径（Ｏ´－Ａ）の円弧に沿っ
てガイド長孔９１ａを形成すればよい。
【０１１１】
　これにより、第３リンク作動部材８９が初期位置から所定位置に回動すると上記突起９
２ｂ、９３ｂが上方に移動し、支軸９２ｃ、９３ｃを中心に第１レバー押下部材９２及び
第２レバー押下部材９３が回動してレバー押下部９２ａ、９３ａが下方に移動し、対応す
る可変入賞装置２７の翼開閉具３２の開放レバー３２ｈが押下されて当該可変入賞装置２
７が開状態となる。
【０１１２】
　錘９１ｂは、上記回動中心Ｏに対して第３リンク作動部材８９が所定位置から初期位置
に向かって回動するように付勢力を生じる側で、且つ第３リンク作動部材８９が所定位置
まで回動したときに上記回動中心Ｏの略真横に位置するようにその配設位置が設定されて
いる。これにより、第３リンク作動部材８９が所定位置にあるときに第３リンク作動部材
８９を初期位置に向かって回動させるための付勢力を最大とすることが可能となる。
　ここで、第３リンク作動部材８９の回動による第１レバー押下部材９２及び第２レバー
押下部材９３のレバー押下部９２ａ、９３ａの上下方向の移動量は、上記距離Ｌ３と各押
下部材９２、９３における支軸９２ｃ、９３ｃの配設位置とにより決まるものである。こ
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のため、上記距離Ｌ３を調整することによって、各可変入賞装置２７を開状態とするのに
必要とされるレバー押下部９２ａ、９３ａの上下方向の移動量を確保しつつ各支軸９２ｃ
、９３ｃの配設位置を自由に設定することが可能となる。加えて、第１レバー押下部材９
２及び第２レバー押下部材９３の長さを調整するだけで回転板９１の支軸の位置（回動中
心Ｏ）を上下方向に移動することも可能である。
　したがって、開放リンク機構としての連動機構８８の各構成部材の配設位置の制約を少
なくして遊技機の設計の自由度を高めることができる。
【０１１３】
（その他の事項）
（１）規制部材（第１規制部材７９、第２規制部材８６）の配設箇所を覆うように、パチ
ンコ機１０を制御するための、例えば、ＬＥＤ（Light Emitting Diode：発光ダイオード
）を内蔵する発光部材２７ｅを、入賞口への入球に対応させて発光させる制御基板、更に
は、遊技球の払い出し制御等の制御基板１００（図１９、図２０に破線で示す）を設ける
のがよい。
　この場合、上記制御基板１００は、遊技盤に対して着脱自在に固定しても、或いは、遊
技盤乃至遊技機本体に開閉自在に設けられたフレームに対して取り付けて、このフレーム
に着脱自在に固定するようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１４】
　以上のように、本発明は、パチンコ機等の遊技機に適している。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】パチンコ機の正面図。
【図２】外枠に対して内枠と前面枠セットとセット板とを開放した状態を示す斜視図。
【図３】パチンコ機から前面枠セットを取り外した状態を示す内枠の正面図。
【図４】内枠の斜視図。
【図５】遊技盤の構成を示す正面図。
【図６】開状態の可変入賞装置の斜視図。
【図７】開状態の可変入賞装置の正面図（ａ）及び斜視図（ｂ）。
【図８】閉状態の可変入賞装置の斜視図。
【図９】閉状態の可変入賞装置の正面図（ａ）及び斜視図（ｂ）。
【図１０】可変入賞装置の分解斜視図。
【図１１】翼開閉具の正面図（ａ）、平面図（ｂ）及び左側面図（ｃ）。
【図１２】閉状態の翼開閉具及び可動翼の斜視図（ａ）及び開状態の翼開閉具及び可動翼
の斜視図。
【図１３】開状態の可変入賞装置の横断面図（ａ）及び閉状態の可変入賞装置の横断面図
（ｂ）。
【図１４】遊技盤裏側の斜視図。
【図１５】遊技盤裏側の分解図。
【図１６】リンク作動部材が初期位置にあるときの遊技盤裏側の斜視図。
【図１７】リンク作動部材が所定位置にあるときの遊技盤裏側の斜視図。
【図１８】リンク作動部材が初期位置にあるときの遊技盤の背面図。
【図１９】リンク作動部材が所定位置にあるときの遊技盤の背面図。
【図２０】リンク作動部材が初期位置にあるときの配設位置における拡大図（ａ）及びリ
ンク作動部材が所定位置にあるときの配設位置における拡大図。
【図２１】リンク作動部材が所定位置から初期位置に戻るときの様子を示す拡大図。
【図２２】本発明の実施形態２の要部の一作用を示す概念図。
【図２３】本発明の実施形態２の要部の一作用を示す概念図。
【符号の説明】
【０１１６】
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１０：パチンコ機
４：遊技盤
２７：可変入賞装置
２８：第１特別入賞口２８
２９：第２特別入賞口２９
３１：可動翼
３２：翼開閉具
６６：第１リンク機構６６
６７：第２リンク機構６７
７７：第１リンク作動部材７７
７８：第２リンク作動部材７８
７９：第１規制部材７９
８６：第２規制部材８６
８０：第１特別球通路８０（球通路）
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